
20�平成29年10月号

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

●はかりの定期検査日程表　10月●
日 曜 時　間 検査会場

2 月
10:00～12:00 長門プラザ／中央休憩所
13:30～15:30 市役所本庁舎 新館／1階エントランス

3 火
10:00～12:00 北部公民館／1階ロビー
13:30～15:30 下関市民センター／1階ロビー

4 水
10:00～12:00 スーパー長門／1階ロビー
13:30～15:30 彦島公民館／駐車場側入口

5 木
10:00～12:00 清末公民館／1階ロビー
13:30～15:30 内日公民館／1階ロビー

6 金
10:00～12:00 西部公民館／第1研修室
13:30～15:30 玄洋公民館／1階ロビー

10 火
10:00～12:00 市役所上田中町庁舎／庁舎裏側入口
13:30～15:30 吉見公民館／1階ロビー

11 水
10:00～12:00 長府東公民館／1階ロビー
13:30～15:30 王司員光河内町公会堂／公会堂

12 木
10:00～12:00 安岡公民館／正面玄関
13:30～15:30 川中公民館／1階会議室

13 金
10:00～12:00 吉田公民館／1階ロビー
13:30～15:30 王司公民館／1階ロビー

16 月
 7:00～12:00 唐戸市場／2階大会議室

17 火

18 水
10:00～12:00 市体育館／南側シャッター前
13:30～15:30 市役所本庁舎新館／1階エントランス

19 木
10:00～12:00

長府支所／支所正面玄関
13:00～15:30

20 金
10:00～12:00 山口県漁業協同組合王喜支店／事務所入口
13:30～15:30 小月公民館／正面玄関

23 月
10:00～12:00 勝山支所／正面玄関
13:30～15:30 川中支所／1階ロビー

24 火
― ―

13:30～15:30 江浦小学校／正面玄関

25 水
  8:30～12:00

下関市計量検査場／大型計量検査場
13:00～16:00

や
ま
ぐ
ち
三
世
代
同
居
・
近
居
パ
ス 

ポ
ー
ト
の
発
行
窓
口
拡
大

　
パ
ス
ポ
ー
ト
の
提
示
に
よ
り
、
協
賛

企
業
の
割
引
な
ど
の
特
典
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
県
庁
の
み
の
発
行
で

し
た
が
、
１０
月
１
日
か
ら
市
で
も
発
行

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■対
３
世
代
で
の
同
居
ま
た
は
近
居
の
た

め
に
住
宅
の
新
築
な
ど
を
希
望
す
る
方

■申
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

住
宅
政
策
課
へ
提
出
を
。

■問
住
宅
政
策
課（
☎
２３１-

１
９
４
１
）

ト
ラ
フ
グ（
全
長
２０
㌢
以
下
）が
採
捕 

禁
止
に
な
り
ま
し
た

　
山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
指
示
に
よ
り
、
平

成
２９
年
９
月
１
日
か
ら
山
口
県

瀬
戸
内
海
海
域
で
は
全
長
２０
㌢
以
下
の

ト
ラ
フ
グ
は
採
捕
禁
止
で
す
。
資
源
減

少
が
深
刻
で
、
危
機
的
状
況
に
あ
る
ト

ラ
フ
グ
を
増
や
す
た
め
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
※
詳
細
は
山
口
県
水
産

振
興
課（
☎
０８３-

９３３-

３
５
４
０
）へ

■問
水
産
課（
☎
２３１-

１
２
４
０
）

都
市
鉱
山
か
ら
つ
く
る
！ 

み
ん
な
の
メ
ダ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
メ
ダ
ル
に
使
用
済

小
型
家
電
に
含
ま
れ
る
リ
サ
イ
ク
ル
金

属
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

東
京
２
０
２
０
組
織
委
員
会
が
主
催
す

る
こ
の
取
り
組
み
に
、
本
市
も
携
帯
電

話
等
使
用
済
小
型
家
電
の
回
収
で
協
力

し
ま
す
。

【
専
用
ボ
ッ
ク
ス
回
収
】▽
対
象
＝
携
帯

電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン　

▽
設
置
場
所
＝
市
役
所
本
庁

舎
新
館
案
内
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
、

奥
山
工
場
、
吉
母
管
理
場
、
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
響

【
宅
配
回
収
】▽
対
象
＝
使
用
済
小
型
家

電　
▽
申
込
先
＝
リ
ネ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン

※
詳
し
く
は
市
報
９
月
号
２０
㌻
を
参
照

※
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
た
物
に
限
る　

※
個
人
情
報
は
消
去
し
て
排
出
し
て
く

だ
さ
い

■問
環
境
施
設
課（
☎
２５２-

１
９
４
３
）、

ク
リ
ー
ン
推
進
課（
☎
２５２-

７
１
６
５
）

第
十
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
限
は 

平
成
３０
年
４
月
２
日
ま
で
で
す

　
平
成
２７
年
４
月
１
日（
基
準
日
）に
お

い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」

や「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
遺
族
年
金
」な
ど
を
受
け
る
方（
戦

没
者
の
妻
や
父
母
等
）が
い
な
い
場
合
に
、

後
述
の
順
位
で
遺
族
の
一
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

■対
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で　

①
平
成
２７
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰

金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方　
②
戦
没

者
等
の
子　
③
戦
没
者
等
の
⑴
父
母
、

⑵
孫
、
⑶
祖
父
母
、
⑷
兄
弟
姉
妹　
※

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
変
更

④
前
述
①
～
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
三

親
等
内
の
親
族（
お
い
、
め
い
な
ど
）※

戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１

年
以
上
の
生
計
関
係
が
あ
っ
た
方
に
限
る

■問
福
祉
政
策
課（
☎
２３１-

１
４
１
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
９
４
７
）

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
０
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-
１
９
５
８
）

満
珠
荘
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
年
末
年
始
の
宿
泊
予
約（
１２
月
３１
日
、

平
成
３０
年
１
月
１
日
）＝
■料
１
万
４
３
４

０
円（
１
泊
２
食
付
き
／
税
込
み
）　
■申

１０
月
１
日
～
２０
日（
必
着
）に
、
往
復
は

が
き
に
、
宿
泊
日
、
宿
泊
数
、
人
数
、

代
表
者
の
○必（
７
㌻
）と
同
伴
者
の
氏
名
、

年
齢
を
書
い
て
、
満
珠
荘（
〒
７５１-

０
８

１
３
市
内
み
も
す
そ
川
町
３
番
７５
号
）へ
。

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選

●
ふ
く
フ
ル
コ
ー
ス
プ
ラ
ン
＝
■期
平
成

３０
年
３
月
３１
日（
土
）ま
で　
■料
１
万
６

５
０
０
円（
１
泊
２
食
付
き
／
税
込
み
）

■申
２
人
以
上
、
２
日
前
ま
で
に
要
予
約

※
１２
月
３１
日
～
平
成
３０
年
１
月
３
日
は

除
く

■問
満
珠
荘（
☎
２２２-

１
１
２
６
）

戦
没
者
・
戦
災
殉
難
者
合
同
追
悼
式

■日
１０
月
２９
日（
日
）午
前
１１
時

※
受
け
付
け
は
午
前
１０
時
か

ら　
■所
市
体
育
館　
※
総
合

支
所
管
内
か
ら
は
臨
時
バ
ス
を
運
行
。

時
間
な
ど
詳
細
は
、
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
へ
問
い
合
わ
せ
を

■問
福
祉
政
策
課（
☎
２３１-

１
４
１
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
９
４
７
）

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
０
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
５
８
）

は
か
り
の
定
期
検
査

　
計
量
法
に
基
づ
き
、
取
引
・
証
明
な

ど
に
使
用
す
る
は
か
り
は
、
２
年
に
１

回
、
定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
１０
月
は
移
動
で

き
る
は
か
り
の
検
査
を
行
い
ま
す
。
検

査
日
程
や
会
場
は
右
表
の
通
り
で
す
。

■内
検
査
手
数
料　
▽
能
力
１００
㌔
以
下
＝

５００
円　
▽
能
力
２５０
㌔
以
下
＝
９００
円　
▽

分
銅
・
重
り
＝
１
個
１０
円　
▽
電
気
式
・

光
電
式（
１００
㌔
以
下
）＝
１
４
０
０
円

■問
産
業
振
興
課（
☎
２３２-

７
２
１
４
）

悪
質
な
上
下
水
道
設
備
の
点
検
・
訪
問 

販
売
な
ど
に
ご
注
意
を
！

　
「
上
下
水
道
局
か
ら
来
た
」「
上
下
水
道

局
の
許
可
を
得
て
い
る
」な
ど
と
言
っ
て

点
検
や
訪
問
販
売
を
行
い
、
高
額
な
費

用
を
請
求
す
る
業
者
が
い
ま
す
。
次
の
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療
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お
知
ら
せ

臨時福祉給付金(経済対策分)の申請が
間もなく締め切られます
　支給条件に該当する方は、早めに申請をお
願いします。支給条件などの詳細は、市報４
月号18㌻を参照してください。※申請案内が
届いていない方でも、支給条件に該当する方は
申請が可能です

【提出先】
〒750－8521下関市南部町１番１号
下関市臨時福祉給付金室

【申請締切】
10月17日（火／消印有効）

◆書き方等相談窓口
■所市役所本庁舎本館１階ロビー、本庁管内12
支所、各総合支所市民生活課　■日平日午前９
時～午後５時
■問臨時福祉給付金室コールセンター
 （☎231－1555）

◆手続きに関するお問い合わせ
臨時福祉給付金室コールセンター（☎231－1555）
■日平日午前９時～午後５時

よ
う
な
手
口
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
水
質
検
査
と
言
っ
て
薬
品
で
水
道
水

を
変
色
さ
せ
て
不
安
感
を
与
え
、
高
額

な
浄
水
器
を
売
り
付
け
る　
▽
頼
ん
で

も
い
な
い
の
に
敷
地
内
の
排
水
ま
す
の

点
検
・
清
掃
を
行
い
、
高
額
な
代
金
を

請
求
す
る　
※
上
下
水
道
局
で
は
不
要

な
点
検
・
検
査
や
器
具
の
あ
っ
せ
ん
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
不
審
に
思
っ
た
場

合
は
、
上
下
水
道
局
企
画
総
務
課
ま
で

連
絡
し
て
く
だ
さ
い

■問
上
下
水
道
局
企
画
総
務
課

�

（
☎
２３１-

３
１
２
１
）

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明
会　

■日
■所
▽
１０
月
２４
日（
火
）午
前
１０
時
～
１１

時
３０
分
、
午
後
１
時
３０
分
～
３
時
／
下

関
税
務
署（
竹
崎
町
四
丁
目
）　
▽
１１
月

１６
日（
木
）午
前
１０
時
～
１１
時
３０
分
／
市

民
会
館　
▽
１１
月
２１
日（
火
）午
前
１０
時
～

１１
時
３０
分
／
ア
ブ
ニ
ー
ル　

※
税
務
署
、
市
民
会
館
へ
の
来
場
は
駐

車
場
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
公
共
交
通

機
関
の
利
用
を

■問
下
関
税
務
署（
☎
２６５-

２
０
４
４
）

危
険
空
き
家
の
解
体
に
補
助
金
を 

交
付
し
ま
す

　
補
助
金
の
交
付
対
象

は
、
一
定
以
上
の
危
険

度
が
あ
る
と
判
定
さ
れ

た
空
き
家
が
対
象
で
、

募
集
期
間
中
で
先
着
順

で
す
。
※
交
付
は
、
予
算
の
範
囲
内　

■対
危
険
空
き
家
の
所
有
者
な
ど　
■内
解

体
補
助
金
＝
１
件
に
付
き
補
助
対
象
経

費
の
２
分
の
１
以
内
で
４０
万
円
を
限
度

（
７
件
程
度
を
予
定
）　
■申
１２
月
２５
日（
月
）

ま
で
に
、
申
請
書
に
添
付
書
類
を
添
え

て
提
出
を
。
※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
住
宅

政
策
課
ま
で

■問
住
宅
政
策
課（
☎
２３１-

１
９
４
１
）

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関 

１０
月
の
開
催
日
程
・
イ
ベ
ン
ト

●
海
響
ド
リ
ー
ム
ナ
イ
タ
ー
好
評
開
催

中　
●
１１
日
～
１６
日
＝

ふ
く
～
る
下
関
オ
ー
プ

ン
５
周
年
記
念
山
口
シ

ネ
マ
杯　
●
２０
日
～
２４

日
＝
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
チ

ケ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
山
口
あ
じ
す
オ
ー
プ

ン
６
周
年
記
念　
●
２７
日
～
１１
月
１
日

＝
Ｇ
Ⅲ
長
府
製
作
所
杯

【
イ
ベ
ン
ト
】▽
ペ
ア
ボ
ー
ト
体
験
試
乗

会
＝
■日
７
・
８
日�

午
前
１１
時
～
、
午
後

１
時
～　
※
受
け
付
け
は
開
始
３０
分
前
～

■所
水
上
ス
テ
ー
ジ　
■定
各
日
４０
人　
▽

ふ
あ
ふ
あ
シ
ー
ボ
ー
＆
ペ
ダ
ル
カ
ー
＝

■日
２８
・
２９
日�

午
後
２
時
～
６
時　
▽
今

話
題
の“
ノ
ン
ア
イ
ス
”ス
ケ
ー
ト
リ
ン

ク
が
下
関
に
初
登
場
！
＝
■日
２８
・
２９
日

午
後
２
時
～
６
時　
▽
ガ
ー
ル
ズ
ケ
イ

リ
ン
×
ボ
ー
ト
レ
ー
サ
ー
ト
ー
ク
ス
テ
ー

ジ
＝
■日
２９
日（
日
）第
５
Ｒ
・
第
８
Ｒ
発

売
中

■共
■料
入
場
料
＝
１００
円

■問
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関

�

（
☎
２４６-

１
１
６
１
）

つ
の
し
ま
夕
や
け
マ
ラ
ソ
ン 

通
行
止
め
区
間
の
お
知
ら
せ

■日
１０
月
７
日（
土
）

●
全
面
通
行
止
め
区
間　
▽
角
島
大
橋

＝
午
後
３
時
１５
分
～
４
時　

▽
海
士
ヶ
瀬
公
園
前
～
島

戸
方
面
＝
午
後
３
時
１５
分
～

３
時
３０
分　
▽
角
島
大
橋
～
県
道
角
島

神
田
線
牧
崎
公
園
口
バ
ス
停
付
近
＝
午

後
３
時
１５
分
～
４
時　
▽
旧
Ｊ
Ａ
下
関

角
島
支
所
横
県
道
出
口
～
旧
角
島
中
学

校
横
三
叉
路
か
ら
尾
山
港
方
面
へ
２００
㍍

付
近
＝
午
後
３
時
３５
分
～
４
時
４０
分　

▽
旧
角
島
中
学
校
横
三
叉
路
か
ら
尾
山

港
方
面
へ
２００
㍍
付
近
～
角
島
小
学
校
前

＝
午
後
３
時
３５
分
～
４
時
４０
分　
▽
角

島
灯
台
公
園
周
回
道
路（
１
車
線
区
間
）

＝
午
後
３
時
３５
分
～
４
時
２０
分

●
片
側
交
互
通
行
区
間　
▽
角
島
灯
台

公
園
周
回
道
路（
２
車
線
区
間
）＝
午
後

３
時
３５
分
～
４
時
５
分

■問
豊
北
総
合
支
所
地
域
政
策
課

�

（
☎
７８２-

１
９
１
１
）

浄
化
槽
設
置
費
用（
工
事
費
の
一
部
） 

を
補
助
し
ま
す

■対
み
な
し
浄
化
槽
、
汲
み
取
り
便
槽
か

ら
転
換
し
て
浄
化
槽
を
設
置
す
る
個
人

※
新
築
な
ど
に
伴
う
工
事
は
補
助
対
象

外　
■内
▽
対
象
区
域
＝
公
共
下
水
道
の

整
備（
予
定
）区
域
、
漁
業
・
農
業
集
落

排
水
施
設
に
よ
る
処
理（
予
定
）区
域
を

除
く
全
市　
▽
対
象
建
物
＝
専
用
住
宅

な
ど　
▽
対
象
規
格
＝
１０
人
槽
以
下
の

浄
化
槽　
■料
補
助
金
額
＝
①
通
常
の
浄

化
槽　
▽
５
人
槽
＝
３３
万
２
０
０
０
円

▽
７
人
槽
＝
４１
万
４
０
０
０
円　
▽
１０

人
槽
＝
５４
万
８
０
０
０
円　
②
高
度
処

理
型
の
浄
化
槽　
▽
５
人
槽
＝
４４
万
４

０
０
０
円　
▽
７
人
槽
＝
４８
万
６
０
０

０
円　
▽
１０
人
槽
＝
５７
万
６
０
０
０
円

※
み
な
し（
単
独
処
理
）浄
化
槽
の
撤
去

を
伴
う
場
合
は
、
前
記
の
金
額
に
９
万

円
を
上
限
と
し
て
加
算　
■申
平
成
３０
年

２
月
２８
日（
水
）ま
で　
※
予
算
額
に
達

し
次
第
受
け
付
け
終
了

■問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
２５２-

０
９
７
８
）

帰
化
申
請
等
手
続
の
取
扱
庁
が 

変
更
さ
れ
ま
す

　
市
内
に
居
住
さ
れ
て
い
る
外
国
人
・

日
本
人
の
方
が
、
次
の
手
続
き
を
す
る

場
合
の
取
扱
庁
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

■内
▽
帰
化
申
請（
外
国
人
の
方
が
日
本
国

籍
を
取
得
）　
▽
国
籍
取
得
届（
外
国
人

の
方
が
日
本
国
籍
を
取
得
）　
▽
国
籍
離

脱
届（
外
国
籍
も
有
す
る
日
本
人
の
方
が

日
本
国
籍
を
離
脱
）

●
１０
月
２
日（
月
）以
降
＝
山
口
地
方
法

務
局
戸
籍
課（
山
口
市
中
河
原
町
６
番
１６

号
）※
詳
し
く
は
戸
籍
課（
☎
０８３-

９２２-

２

２
９
５
）ま
で
問
い
合
わ
せ
を

■問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
２３１-

１
３
４
１
）

１０
月
の
献
血

●
１４
日（
土
）＝
午
前
１０
時
～
正
午
、
午

後
１
時
１５
分
～
４
時
／
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ

ク
ス
綾
羅
木
店

●
２８
日（
土
）＝
午
前
１０
時
～
正
午
、
午

後
１
時
１５
分
～
４
時
／
ゆ
め
シ
テ
ィ

※
全
日
程
４００
㍉
㍑
献
血
限
定

■問
保
健
総
務
課（
☎
２３１-

１
４
２
６
）


